
四日市市教委告示第 ２７ 号 

 四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱を次のように定める 

  平成２７年１２月 ２日 

四日市市教育長 葛西 文雄 

 

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツ指導者の養成と資質の向上及びジュニア層のスポーツ活

動環境の向上を図るため、四日市市スポーツ指導者資格取得助成金（以下「助成金」

という）を交付することについて、四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市

規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（交付対象者） 

第２条 助成金の交付対象者は、市内に住所を有する者とする。ただし、次の各号に掲

げる者は対象外とする。 

（1）職業スポーツ従事者 

（2）同一年度内に、この要綱に基づき助成金の交付を受けた者 

（交付対象資格） 

第３条 助成金の交付対象となるスポーツ指導者資格は、公益財団法人日本体育協会、

日本スポーツ少年団及び公益財団法人日本障害者スポーツ協会が認定するもののうち、

別表第１に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りで

ない。 

（交付対象経費） 

第４条 助成金の交付対象となる経費は、別表第１に掲げる資格の取得にあたって必須

となる講習会等の受講料、資料代及び資格試験受験料のうち、第６条に定める申請を

行った年度中に支払ったものとする。ただし、資格の更新にかかる費用は含めないも

のとする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、交付対象経費の１／２又は１万円のいずれか低い額とし、予算

の範囲内で交付する。ただし、当該資格の取得に関して他に同様の助成等を受け、か

つ、その金額が交付対象経費の１／２を上回る場合には、交付対象経費の総額から他

の助成等の金額を除いた額又は 1万円のいずれか低い額を限度とする。 

（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、四日市市スポーツ指導者資格取得助成金

交付申請書（第１号様式）に次の各号に揚げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（1）講習会等の開催要項等 

（2）受講申込書の写し 

（3）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、申請者から助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、助成金を交付することが適当であると認められる場合には、当該助成金の交付を

決定し、その旨を四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付決定通知書（第２号様

式）により当該申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合に



は、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

（1）助成金の交付申請に虚偽又は不正があった場合 

（2）講習会等が中止になるなどした場合 

（3）指導者として不適当と認められる事実が判明した場合 

（4）四日市市補助金等交付規則又はこの要綱に違反した場合 

２ 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する

助成金が交付されているときは、期限を付して当該取消しに係る部分の助成金の返還

を命じることができる。 

（実績報告及び請求） 

第９条 助成金の交付の決定の通知を受けた者は、別表第１に掲げる資格の取得にあた

って必須となる講習会等の受講を終えた日から３０日を経過した日又は当該年度の３

月３１日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付して四日市市スポー

ツ指導者資格取得助成金実績報告書（第３号様式）を市長に提出し、併せて四日市市

スポーツ指導者資格取得助成金事業請求書（第４号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（1）講習会等の受講料、資料代及び資格試験受験料に関する領収書等の写し 

（2）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１０条 市長は、前条の報告及び請求を受けたときは、審査のうえ交付すべき助成金

の金額を確定し、交付するものとする。 

（関係書類の保存） 

第１１条 この助成金の交付に関する関係書類は、助成金の交付を受けた年度終了後５

年間保存しておかなければならない。 

（助成金の評価） 

第１２条 市長は、当該助成金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について

十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他

の適切な措置を講じるものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則  

（施行期日） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 （有効期限） 

この要綱は、平成３０年３月３１日限りその効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

 

交付対象資格一覧 

公益財団法人 

日本体育協会 

競技別指導者 

指導員 

上級指導員 

コーチ 

上級コーチ 

スポーツドクター 

スポーツデンティスト 

アスレティックトレーナー 

スポーツ栄養士 

スポーツプログラマー 

ジュニアスポーツ指導員 

マネジメント指導者 

アシスタント 

マネジャー 

クラブマネジャー 

スポーツ少年団 有資格者 
認定員 

認定育成員 

公益財団法人 

日本障がい者スポーツ協会 

障がい者 

スポーツ指導者 

初級障がい者 

スポーツ指導員 

中級障がい者 

スポーツ指導員 

上級障がい者 

スポーツ指導員 

障がい者スポーツコーチ 

障がい者スポーツ医 

障がい者スポーツトレーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

四日市市長 

 

 

申請者 

 

住  所   

 

氏 名               印 

 

 

 

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付申請書 
 

 

スポーツ指導者資格取得助成金の支給を受けたいので、四日市市スポーツ指導者資格

取得助成金交付要綱第６条の規定に基づき、以下のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

 １．取得を希望する資格の名称 

 

 ２．申請金額（※上限１万円）      金             円 

 

 ３．添付書類 

（１）要項等受講内容がわかるもの 

 （２）受講申込書（記載済み）の写し 

（３）その他 

 

 

《申請内訳》 

 内 容 金 額 

経 費①  円 

経 費②  円 

経 費③  円 

経費の１/２ 
（①＋②＋③）×１/２＝ 

              円 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

                         

 

 

住  所   

 

氏 名   

                 

                

 

 

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金 

交付決定通知書 
 

年  月  日付けで交付申請のあった助成金については、四日市市スポー

ツ指導者資格取得助成金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり交付することに

決定したので通知します。 

 

      年  月  日 

 

四日市市長        印 

 

記 

 

 

１ 助成金の額   金          円 

 

２ 助成金の対象となる資格 

 

３ 助成金の交付の条件 

（１）四日市市補助金等交付規則及び四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱

の規定を遵守すること。 

（２）この助成金の交付に関する関係書類は、事業完了後５年間保存しておかなければ

ならない。 

（３）この助成金の交付については、後日、市が監査を行なうことがある。 

（４）資格の取得にあたって必須となる講習会等の受講を終えた日から３０日を経過し

た日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて実績

報告書を提出すること。 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第９条関係） 

  年  月  日 

 

 

四日市市長 

 

 

申請者 

 

住  所   

 

氏 名               印 

 

 

 

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金実績報告書 
 

     年  月  日付けスポ第  号で交付決定通知を受けた助成金について、 

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり

報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成の対象となる資格 

 

２ 添付書類 

   （１）講習会等の受講料に関する領収書等の写し 

（２）その他 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第９条関係） 

平成  年  月  日 

 

 

四日市市長 様 

 

 

申請者 

 

住  所   

 

氏 名               印 

 

 

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金事業請求書 
 

     年  月  日付けスポ第  号で交付決定通知を受けた助成金について、

四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり

請求します。 

 

 

記 

 

 

・請求金額  金    円 

 

 

 

【振込先】 

金融機関名 支店名 口座種別 口座番号 
口座名義人 

（カタカナ） 

     

 

 


